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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２４年４月１０日 １１時００分ごろ 

発生場所 佐賀県佐賀市広江
ひ ろ え

漁港南方沖 

佐賀市所在の広江港口灯台から真方位１９４°７,２００ｍ付近 

（概位 北緯３３°０６.２′ 東経１３０°１５.５′） 

事故調査の経過  平成２４年４月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 天山
てんざん

、４.６トン 

 ＳＡ３－１６５６３（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.２３ｍ×２.５５ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３２１kＷ（動力漁船登録票による）、平成３年７

月２３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５１年１月３０日 

  免許証交付日 平成２１年５月１９日 

         （平成２６年８月３１日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 全損（転覆） 

 事故の経過  本船は、船長ほか甲板員２人が乗り組み、広江漁港南東方沖の海苔

養殖場で海苔養殖用支柱（以下「支柱」という。）の撤去作業を終

え、平成２４年４月１０日１０時４０分ごろ広江漁港に向けて帰途に

ついた。 

本船には、長さ１２ｍの支柱６０本が左舷に、長さ１１ｍの支柱約

２９０本が船のバランスを考えて両舷にそれぞれ積まれていた。 

本船は、海苔養殖場の作業区画を発進後、約８ノットの対地速力で

北西進し、広江漁港南方沖から同漁港に向かう水路に入ろうとして右

転を開始したところ、船体が左舷に大きく傾き、船体中央左舷甲板に

設けられた排水口から海水が流入して傾きが戻らず、１１時００分ご

ろ船首が水路に向いたときに転覆した。 

船長は、転覆した本船の船内に閉じ込められ、甲板員２人は、海に
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転落した。 

甲板員２人は、船底に上がっていたところ、後続の僚船に救助さ

れ、船長は、通報を受けて出動した海上保安庁の機動救難士に救助さ

れ、病院に搬送されて低体温症等と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 支柱は、右舷船首に取り付けられた電動ローラーを使って引き抜か

れ、引き抜く際、船体が右舷に傾くことから、本船の左舷から積まな

くてはならないため、本事故当時、本船に積んだ支柱の数量は左舷が

３０～４０本多く、船体も少し左舷に傾いていた。 

積んだ支柱は、両舷に置かれたガードの中に納められ、バンドで更

に固定されていた。 

支柱は、グラスファイバー製であり、重量が、長さ１２ｍ直径５０

㎜の物が約１２㎏、長さ１１ｍ直径５０㎜の物が約１１㎏、長さ１１

ｍ直径４６㎜の物が約９.８㎏であった。 

本船は、本事故当時、船体中央の甲板両舷に設けられた長さ約１４

㎝高さ約３㎝の排水口から海水が出入りしていた。 

支柱は、船首甲板船首側から一段高くなった船尾甲板に向かって斜

めに積まれ、船尾後方の操舵室両舷には、排水口から約１５０㎝の高

さまで積み上げられ、支柱先端の約１～２ｍが船尾から出ていた。 

本事故当日は、支柱撤去作業の初日であり、長い支柱から撤去作業

を始めていた。 

船長は、８日間の撤去作業期間内に２,３１０本の支柱を撤去する

予定であり、例年、荒天や経費のことを考慮し、期間の初めは支柱の

数をできるだけ多く積むようにしていた。 

甲板員２人は、それぞれ船首甲板と船尾甲板にいた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、広江漁港南方沖を同漁港に向けて航行中、支柱を左舷に偏

って積んでいたことから、乾舷が減少して重心が上昇するとともに、

左舷に傾斜していたが、右転した際、左舷に傾斜し、左舷排水口から

海水が流入して排水されず、左舷側に転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、広江漁港南方沖を同漁港に向けて航行中、支柱

を左舷に偏って積んでいたため、右転した際、船体が左舷に傾き、左

舷排水口から海水が流入して排水されず、左舷側に転覆したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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・支柱を積んで航行する場合、適切な数量とし、船体が傾斜しない

ように積むこと。 

 




